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所属名 健康福祉部生活衛生課
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経由機関

協議機関

当該処分期間

⑫ 生活衛生課生活営業担当（075－414－4761）

⑬

審査基準及び標準処理期間

項目 内容

処分名 組合定款の変更の認可

法令名 生活衛生関係営業の適正化に関する法律

法令番号 昭和32年法律第164号

根拠条項 第28条第3項

処分権者 知事

法令の定め
定款の変更(厚生労働省令で定める事項に係るものを除く。)は、厚生
労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

審査基準

第28条第3項
　組合の定款には、少くとも次に掲げる事項(非出資組合にあつて
は、第七号、第九号及び第十号の事項を除く。)を記載しなければな
らない。
一　事業
二　名称
三　地区
四　事務所の所在地
五　組合員たる資格に関する規定
六　組合員の加入及び脱退に関する規定
七　出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有す
ることのできる出資口数の最高限度
八　経費の分担に関する規定
九　剰余金の処分及び損失の処理に関する規定
十　準備金の額及びその積立ての方法
十一　総会又は総代会に関する規定
十二　役員の定数及び選挙又は選任に関する規定
十三　業務の執行及び会計に関する規定
十四　事業年度
十五　公告の方法
○　組合の定款には、前項の事項のほか、組合の存立時期又は解
散の事由を定めたときはその時期又は事由を、現物出資をする者を
定めたときはその者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並び
にこれに対して与えられる出資口数を、組合の成立後に譲り受けるこ
とを約した財産がある場合にはその財産、その価格及び譲渡人の氏
名を記載しなければならない。

経由機関名
保健所

20日

問合せ

備考

協議機関名

標準処理期間 （⑪合計期間）20日


